
（主な集落に○）

１　地域における農業の将来の在り方

（１）地域計画の区域の状況

地域内の農用地等面積（農業上の利用が行われる農用地等の区域） ｈａ

①　農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積 18.19 ｈａ

②　畑の面積（果樹） 18.19 ｈａ

③　区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計 2.45 ｈａ

④　区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計 ｈａ

（参考）　区域内における７０歳以上の農業者の農地面積の合計 7.26 ｈａ

うち後継者不在の農業者の農地面積合計 ｈａ

（備考）　遊休農地　　　ｈａ（うち１号遊休農地　　ｈａ、２号遊休農地　　ｈａ）

④は、伊方町内で引き受ける意向のあるすべての農地面積の合計。

（２）地域農業の現状と課題

（３）地域における農業の将来の在り方（作物の生産や栽培方法については、必須記載事項）

□ 当地区は柑橘を主に、農作業の効率化を図るため、スマート農業の導入を進める。

□ 当地区は柑橘等を主に、規模拡大をしていく。

□ 地区外の認定農業者・担い手・後継者等に農地の集積・集約化を進める。

□ 新規就農者を積極的に受け入れる体制作りを進める。

□ 施設栽培、主力産品の高収益作物の導入を進める。

□ 農業を担う者へ農地の再分配を進めることができる様、必要な条件整備を実施する。

□ 地域と担い手が一体となって農地を利用していく体制の構築を図る。

□ 多面的機能が維持できる農地管理を行う。（耕作放棄地発生防止）

☑ 遊休農地にする場合、果樹を伐採して、周辺農地へ悪影響を与えないよう整備する。

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【該当する項目に☑を記載】

九町地区（町見2・3ブロック）

（奥・向・畑・須加・久保・西集落）

更新年月日

 九町集落では、高齢化や後継者不足により今後中心経営体が引き受ける意向の耕作面積よりも、後継

者未定の農業者の方が多く、新たな農地の受け手の確保が必要。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和２年度人農地プランから】

地　域　計　画

策定年月日

目標年度

市町村名

（市町村コード）

 鳥獣による果樹や園地の被害が多く、耕作放棄地の増加の原因となっている。

地域名

（地域内農業集落名）

令和7年3月14日

令和8年3月26日

令和１６年度

伊方町
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２　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

(1) 農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針

□ 農地バンクへの貸付けを進めつつ、担い手（認定農業者、集落営農法人、農業法人）への農地の

集積・集約化を図る。

□ 担い手以外の農業を担う者にも地域のバランスを考えながら農地利用を進める。

☑ その他（　検討中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【該当する項目に☑を記載】

(2）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標

現状の集積率 ％ 将来の目標とする集積率 ％

(3）農用地の集団化（集約化）に関する目標

□ 団地数の半数及び団地面積の拡大を進める。（令和１６年度）

☑ その他（　検討中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 【該当する項目に☑を記載】

※　担い手は、認定農業者、新規就農者、後継者、集落営農、とする。

3 農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためとするべき必要な措置（必須項目）

(1） 農用地の集積、集団化の取組

□ 農地中間管理機構（農地バンク）を活用して、認定農業者や新規就農者等（担い手）を中心に集

積・集約化を進める。

☑ その他（　検討中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 【該当する項目に☑を記載】

(2）農地中間管理機構の活用方法

□ 地域全体の農地を農地中間管理機構（農地バンク）に貸し付け、担い手の経営意向をくみ取り、段

階的に集約化を進める。

☑ その他（　検討中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 【該当する項目に☑を記載】

(3) 基盤整備事業への取組

□ 地域のニーズを踏まえ、農地管理の効率化を図るためパイプライン等の基盤整備事業を進める。

□ 担い手のニーズを踏まえ、農地中間管理機構関連農地整備事業を活用し、農用地の大区画化・汎用

化等のための基盤整備を（　　　）年度までに実施する。

☑ 現在、基盤整備事業は考えていない。 【該当する項目に☑を記載】

(4） 多様な経営体の確保・育成の取組

□ 関係機関と連携し、地域内外から多様な経営体を募集する。

□ 農地の貸し借り、斡旋等の相談から定着までを行う機能（組織）を設置する。

☑ その他（　検討中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 【該当する項目に☑を記載】

(5）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の取組

□ 繁忙期に関して、人で不足を地区内の営農組織や、ＪＡのｱﾙﾊﾞｲﾀｰ等に斡旋依頼する。

□ 耕作以外の農作業は、効率化を図るため、農業支援サービス事業体へ作業委託する。

□ 果樹の防除で共同で行えるものは地元組織に加入して、省力化を行う。

☑ その他（　検討中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 【該当する項目に☑を記載】



以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組内容を記載してください。）

☑①鳥獣被害防止対策 □②農地保全管理等 □③新規就農者 □④特産品（ブランド）

□⑤果樹等 □⑥集落営農、企業等 □⑦農業用施設 □⑧その他

【選択した上記の取組内容】 【該当する項目に☑を記載】

① 園地の獣害が多いので、防護柵の管理を徹底する。

② 集落を中心として耕作放棄地の解消を図る。

③ 移住営農者や新規就農者の受け入れ促進を図る。

④ 柑橘を中心に、特産品（ブランド）を作付又は、品質向上に取り組む。

⑤ 収穫体験を行い、地域の活性化と特産を活かした事業に取り組んでいく。

⑥ 今後、集落営農・グループ営農の検討が必要である。

⑦ 農道・防除、灌水施設（制御室・末端等）の有効活用を行うため、清掃・点検を行う。

⑧ 農業中間管理機構の活用を促進するため独自に会を設立する。

　　　　【取組内容を集落に合せて修正可能】



地域計画区域への編入箇所
地域計画区域からの除外箇所 


